
 

 令和２年１月31日 

行政委員会事務局監査部監査課特別監査担当（6208－8573） 

 

住民監査請求（管理運営者の決定）について（概要） 

 

大阪市監査委員は、次のとおり、令和元年12月６日に提出された住民監査請求について監査を実施し、令和２

年１月31日に請求人（１人）に通知しました。（同年同月30日決定） 

 

１ 請求の要旨 

都市整備局が、株式会社Ａの入札書に押印された印が当該法人の実印でなかったことを理由に当該入札を無効とし、

有効な入札を行ったもののうち最高額であったものを落札者と決定し定期建物賃貸借契約を締結したことが違法不当

な契約の締結に当たり、本市に損害が生じているので、市長に対し本市職員等に当該損害を賠償させるなど必要な措

置を講じるよう勧告を求める。 

 

２ 監査委員の判断の要旨（合議不調） 

本件請求における本市職員等による違法不当な契約の締結について、契約の締結を行う本市職員等は、地方自治法

施行令や本市契約規則等の規定に基づく入札手続により落札者を決定したうえで、契約締結をしなければならない職

務上の義務があると解され、本市職員等が、入札書に実印が押印されていなかったことを理由に株式会社Ａの入札を

無効としたことが地方自治法施行令や本市契約規則等の規定に反するものである場合は、市街地開発株式会社と定期

建物賃貸借契約を締結したことは違法となるというべきである。 

 

住民監査請求に基づく監査及び勧告についての決定は、法第 242条第８項において、監査委員の合議によるものと

規定されているところであるが、本件請求について、監査を実施したが、審議の結果、合議が調わなかったことから、

監査及び勧告についての決定には至らなかった。 

なお、参考までに監査委員の見解は以下のとおりである。 

 

（１）入札を無効としたことは違法であるとの見解 

地方自治法施行令及び本市契約規則の規定によれば、一般競争入札により契約を締結する場合は、「入札に関する

条件に違反した入札は無効とする旨」を公告により明らかにしておかなければならないとされている。普通地方公

共団体の行う契約事務の執行は、公正、機会均等をはかりつつ、経済性の確保が要請されるところ、そのための手

続の一つとして入札にかかる主要な事項として、無効となる入札に関する条件については公告が求められていると

解される。よって、公告の有無の判断にあたっては、恣意的な判断を排すべく、記載された文言から客観的に読み

取れる内容をもって判断すべきと解する。 

本件についてみると、都市整備局は、本件入札に係る入札を無効とする旨の公告として募集要項等を本市ホーム

ページに掲載する方法により公告しているが、当該募集要項の「（９）入札の無効」の項目には「⑤入札者の記名押

印がない入札」と記載されているのみであり、「実印による押印」との記載はない。 

都市整備局は、代表者が入札する場合は入札書に実印の押印が必要である旨を入札の手引きに記載し、入札参加

応募に係る事前登録受付時に交付している。 

一般競争入札の公告の方法については法及び地方自治法施行令に別段の制限はなく、広報や掲示その他適宜の方

式により広く一般に周知できうるような手段であればよいものと解するのが相当であるが、当該入札の手引きは、

広く一般に配布され、あるいは不特定多数の者の目に触れるものではなく、入札参加応募しようとするものがその

申し込みをしなければ入手することができないものであるから、その交付をもって実印による押印のない入札は無

効とする旨の公告があったと判断することはできない。 

また、上記「（９）入札の無効」の項目には「⑤入札者の記名押印がない入札」と記載されるに過ぎない以上、当

該記載から、「押印」は実印による押印を意味するものとその意義を狭義に理解するとまでは読み取ることは困難で

あって、実印による押印がない入札が無効となることが公告されていたとはいえない。 

よって、本市職員によって株式会社Ａの入札を無効とした行為は公告にない無効事由をもって無効としたもので

あり、本市職員の入札手続は違法である。 

 

 



 

（２）入札を無効としたことは違法ではないとの見解 

地方自治法施行令及び本市契約規則の規定によれば、一般競争入札により契約を締結する場合は、入札を無効と

する旨などについてあらかじめ公告しなければならないとされている。 

都市整備局は、本件入札に係る入札を無効とする旨の公告として募集要項等を本市ホームページに掲載する方法

により公告しているが、当該募集要項の「（９）入札の無効」の項目には「⑤入札者の記名押印がない入札」と記載

されている。また、「８ 入札及び開札」の項目には入札当日に持参するものとして「（３）⑤実印」との記載があり、

あわせて、「申請者の実印」が必要な旨及び「代理人により入札する場合は委任状の『受任者』欄に押印した印鑑が

必要」な旨記載されている。 

これら募集要項の記載から、入札当日記載する入札書には、代表者本人が入札する場合には実印が必要となり、

また、代理人による入札の場合は委任状に押印した印鑑が必要となることは明確であり、「入札の無効」の項目の

「⑤入札者の記名押印がない入札」の「押印」には、代表者本人による入札の場合の「実印」及び代理人による入

札の場合の委任状の受任者欄に押印した「印鑑」が含まれることは明らかであると考えられる。 

これらから、都市整備局が、募集要項において代表者による入札の場合に実印が押印されていなければ無効とな

る旨を公告していたといえ、これによらない株式会社Ａの入札を無効と判断し、市街地開発株式会社を落札者と決

定し、定期建物賃貸借契約を締結した本市職員等に違法な点はない。 

 

（３）意見の要旨 

   都市整備局が作成し公告した募集要項の記載内容は基本的に本市の他所属のものと同様であるとのことであるが、

本件請求で監査委員の見解が分かれたように、無効となる入札の詳細について実印による押印であることが公告さ

れていたかどうかについては争いとなりえる状態となっている。 

都市整備局は、契約管財局等と協議するなどして、入札の無効となる旨の記載内容については公告が必要とされ

る趣旨を考慮し、誰が見ても理解できるものとなるよう検討されたい。 

 


